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第3章 自営電気通信

第1節 概 況

1無 線 通 信

近年における電波科学の飛躍的な進歩,発 達により無線通信はその利用分

野を著しく拡大するとともに,利 用形態も複雑多岐にわたってきている。48

年度末現在の無線局の総数は108万2,272局(対 前年度比16傷 増)に 達し,こ

のうち自営電気通信に供される無線局は105万3,136局 で全体の97%を 占めて

いる。

(1)固 定 通 信

固定地点間の自営電気通信としての無線通信は,戦 後電波の国民への開放

を機に多 くの分野に導入されたが,近 年企業の合理化又は業務の省力化の手

段としての無線通信の利用がますます増加し,そ の普及に拍車をか け て い

る。用途別固定局数は,第2-3-1表 のとおりであ り,広 い分野において

利用されてお り,固 定局の総数は前年度に比 し1.4%の 増加 となっている。

これらの固定通信は,主 としてマイクロウェーブ回線によるほか短波回線

などによって,全 国的又は局地的ネ ットワークを構成して,各 種の業務にお

いて重要な役割を果た している。

なお,災 害時における重要通信を確保するため,回 線施設面で各種の対策

が講じられている。

また,通 信方式は無線電話による音声通信のほか,画 像通信あるいはデー

タ通信等多様化してきている。

(2)移 動 通 信

ア.航 空移動通信

現在我が国で行われている対空無線通信施設並びに電波誘導による空の管
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第2-3-1表 用 途 別 固 定 局 数

区 別

警 察 用

航 空 保 安 用

海 上 保 安 用

気 象 用

水 防 用

海 上 運送 事 業用

港 湾 通信 業 務用

漁 業 用

新 聞 用

道 路 用

電気 ・ガス・水道事
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道 路運 送事 業 用
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制システムは,49年5月15日,沖 縄地区の航空交通管制権が返還されたこと

により,日 本全域にわた り,運 輸省が航空交通管制を行 うこととなった。

対空通信設備,管 制誘導設備は,航 空機の大型化,高 速化に対応 して飛躍

的な発展を遂げ,激 増する内外の定期 ・不定期の旅客並びに貨物輸送の航空

機を安全,的 確に航行 し,発 着 させ るほか,国 内における治 安,報 道,宣

伝,個 人用等各種の小型航空機に対 しても管制,誘 導及び情報の提供を行っ

ている。

航空交通の安全上の必要から,ほ とんどの航空機に無線設備が設置され,

48年度末現在の航空機局数は1,053局 に達した。
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イ.海 上移動通信

海上を航行する船舶 と陸上との無線通信は,船 舶にとって欠 くことのでき

ない通信手段であって,電 波法に定める無線設備を強制される船舶(い わゆ

る義務船舶局)に 限らずほとんどすべての船舶が,安 全の確保及び事業の能

率的運営のために無線通信設備を設置 して い る。48年 度末現在の船舶局数

は,第2-3-2表 のとおり4万6,816局 に達し,前 年度に比し7.8%の 増

となっている。

第2-3-2表 用 途 別 船 舶 局 数

区 別
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合 計 43,436 46,816 7.8

近年,小 型船舶を中心に無線電話の利用が急速に増加 しつつあるが,大 型

船舶においても短波無線電話,国 際VHF無 線電話を設置す るものが増加 し

ており,海 上移動通信は電話化の傾向にある。48年度末現在の電信 ・電話別

船舶局数は第2-3-3表 のとおりである。

海上移動通信は大別 して,航 行の安全,事 業の運営及び港湾出入管理に分

けられる。船舶の航行の安全のための通信は,海 上保安庁の無線局を中心と
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第2-3-3表 電信・電話別船舶局数
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する陸上側におけ る遭難周波数の聴守の維持,航 行援助及び捜索救助の体系

と,船 舶側におけ る聴守の維持及び相互救助の体系によって構成され,遭 難

通信制度の骨格をなしている。現在我が国の遭難周波数は歴史的経緯,船 舶

の実態と電波の物理的特性との関係等から第2-3-4表 のとお り多岐にわ

第2-3-4表 聴 守 周 波 数

遭 難 周 波 数

無
線
電
信

無

線

電

話

500kHz

2,091kHz

2,182kHz

27,524kHz

156.8MHz

主 な対 象 船 舶局

外航の義務無線電信局

漁船の義務無線電信局

義務無線電話局漁船
の無線電話局

小型漁船の無線電話局

内航の義務無線電話局

備 考

国際遭難周波数

赤道以北第三地域の安全
周波数

国際遭難周波数

日本 独 自の もの

(51.3.31完 全 実 施)

国際安全周波数
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たってお り,聴 守を複雑にしているが,こ の集約化はひとり我が国のみなら

ず世界的規模で望まれ,検 討されているところである。

船舶の遭難の際,即 時の救助を求める信号を自動的に送信する遭難自動通

報設備は48年度末現在2万829隻 に達 し,海 難救助に効果を発揮している。

事業運営のための船舶と陸上との通信は,公 衆通信によるほか,漁 業にお

いては漁業用海岸局,内 航海運業においては内航用海岸局を設置して行われ

ている。

港湾出入の管制及び管理を行うため船舶交通の多い主要港湾において,海

上保安庁及び港湾管理者が国際VHF無 線電話によって内外の船舶の港湾内

における移動を管理 してお り,こ の通信は海上移動通信のなかに大 きな比重

を占めてきている。

ウ.陸 上移動通信

我が国の行政,産 業活動の活発化,広 域化に伴い,情 報交換の迅速化等の

必要性が高まり,中 枢機能とその出先(自 動車,列 車等)と の間における通

信連絡の手段 として,陸 上移動通信は公共事業,公 益事業,私 企業において

その利用が広 く普及 し,社 会経済活動に大きく貢献している。

48年度末現在,基 地局及び陸上移動局を合わせた陸上移動業務 の 無 線 局

は,第2-3-5表 のとおり31万8,398局 に達 し,前 年度に比 し15.5%の 増

加 となっている。

これらの陸上移動通信には,VHF帯 又はUHF帯 が使用されているが,

需要が近年急激に増加しつつあるため,通 信路間隔の縮小などの措置を講じ

て周波数の不足に対処 してきている。

(3)無 線従事者

無線局の無線設備の運用,保 守,管 理は,電 波の属性及び無線局に割 り当

てられた電波の有効,か つ能率的な使用を図る見地から,専 門的な知識技能

を有する者が行 う必要がある。このため,無 線局の無線設備の操作は,原 則

として一定の無線従事者の資格を有する者でなければ行ってはならないこと

としている。
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第2-3-5表 用途別陸上 移動業務 の無線局数

区 別

47年 度 末 48年 度 末

局 数 局 数 藷 前加年 肇

警 察 用

航 空 保 安 用

気 象 用

水 防 用

航 空 運送 事 業用

海 上 運送 事 業用

港 湾 通信 業 務用

新 聞 用

道 路 用

電気 ・ガス・水道事
業用

道路 運送 事 業用
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計 275,736 318,398 !5.5

我が国の無線従事者制度は,明 治40年,政 府の第一級無線通信士の養成を

もって初めとするが,大 正4年 無線電信法の施行に伴い,無 線従事者の試験

制度が確立された。また,電 気通信技術者については,昭 和15年 無線通信士

同様に資格制度が確立された。25年電波法の制定施行により,無 線従事者資

格制度は一大変革を遂げ,無 線従事者の資格は,無 線通信士,無 線技術士,

特殊無線技士及びアマチュア無線技士に分類されるとともに,試 験制度が整

備された。

48年 度における無線従事者国家試験申請者は18万2,904名,合 格者数は4

万3,283名 である。 これらを前年度に比べ ると申請者数において2万6,431

名,合 格者数において6,938名 の増加 となっている。



第3章 自営電気通信 一195一

また,同 年 度 末 現 在 の無 線 従 事 者 数 は103万1,625名 に 達 して い る。

2有 線電気通信

有線電気通信法の下では,有 線電気通信設備の設置は原則として自由であ

り,郵 政大臣への届出だけで設置できることになっている(鉄 道事業,電 気

事業,警 察事務,消 防事務等特定の設備は届出の義務 も免除されている。)。

しかし,有 線電気通信法は,公 衆電気通信業務を電電公社及び国際電電に

行わせる建前をとっているので,一 般の者が自営電気通信設備を①共同で設

置すること,② 相互に接続すること,③ 他人に使用させること,に つ い て

は,そ れにより公衆電気通信業務が行われるおそれがあるので原則として禁

止している。

ただし,有 線放送のような片方向通信,有 線放送電話,公 衆電気通信に附

帯する通信,非 常時における通信,緊 密な関係を有する者相互間の通信ある

いは公共の利益のため必要がある場合の通信等特別のものについては一定の

条件の下に,こ れ らの禁止を解除している。

電電公社又は国際電電の設置する設備,有 線放送電話業務の用に供する設

備及び有線放送設備以外のいわゆる自営電気通信設備の うち,届 け出ること

となっている設備は48年 度末現在1,653と なっている。しかし,自 営電気通

信設備は,届 出が免除されている鉄道事業及び電気事業を行う者が設置する

ものが圧倒的に多いので,こ れらは自営電気通信設備の一部にすぎない。

(1)利 用 分 野

自営電気通信設備は,広 く一般に設置され利用されている。

その主要な分野は,鉄 道事業,電 気事業,軌 道事業,そ の他の運輸事業及

び製造業等である。

また,そ の規模は鉄道事業のようにその営業区域を単位とした広域ネット

ワークを構成 している大規模のものから,イ ンターホン程度の小規模のもの

まで多様にわたっている。

届け出ることとなっている設備の利用状況は農林漁業団体(30%)が 最も
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多く以下製造業(20%),サ ービス業(7%),運 輸事業(6%)と なってい

るが,こ れ らに区分できないその他の事業(37%)に おいてもかな り設置さ

れており,広 い範囲にわたって利用されていることがわかる。

消防,航 空,海 上保安,防 衛の各分野における通信は,お おむね無線又は

電電公社の専用サービスによって行われ,自 営の有線電気通信設備の利用は

少ない。

(2)設 備の共同設置等

設備の共同設置等郵政大臣の許可を要す るものについての48年 度中の許可

件数は共同設置405件,他 人使用4件 であって,こ れらの48年 度末の設置状

況は共同設置8,346,相 互接続13,他 人使用244と なっている。

これらを通信目的別に分類すれば次のとお りとなる。

まず,設 備の共同設置については,電 気事業に関連する通信を行 うものが

56%,鉄 道事業に関連する通信を行うものが37%(う ち国鉄が92%),そ の

他のものが7%と なっている。

次に相互接続については,鉄 道事業に関連する通信を行 うものが38%,電

気事業に関連する通信,鉱 業に関連する通信を行 うものがそれぞれ23%,そ

の他のものが16%と なっている。

設備の他人使用については警察,消 防等の事務に関する通信を行 うために

供するものが70%,道 路管理及び道路上の非常通信の用に供するものが17%,

鉄道輸送の業務の用に供す るものが4%,そ の他のものが9%と なっている。

第2節 分野別利用状況

1警 察 用

(1)現 状

ア.国 内通 信

警察の初動活動を迅速に行 うためには,必 要な情報をいつでも,ま た,ど

こからでも即時に収集又は伝達 し得る体制を確立する必要がある。
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警察通信回線は,こ のような目的からすべて自営回線により構成され,か

つ,警 察庁一管区警察局一都道府県警察本部(東 京都及び北海道における方

面本部を含む。以下 「県警本部」とい う。)一警察署一派出所間を結ぶ全国回

線となっている。現在,警 察庁一管区警察局一県警本部相互間を結ぶ幹線の

警察通信は,マ イクロウェーブの無線多重回線で構成されてお り,そ のバッ

クアップ回線として短波回線を有 している。

幹線は,電 話のほかファクシミリ通信,デ ータ伝送などに用い られ て お

り,犯 罪捜査の手配や各種の情報交換などに盛んに利用されている。移動通

信系では,110番 の急訴によって事件現場へ急行するパ トロールカーにとう

載される無線機,警 察官が使用する携帯用無線機や受令機からヘ リ コ プ タ

ー,舟 艇にとう載される無線機まで,多 くの種類の無線機が第一線の警察活

動に広 く使用され,そ の威力を発揮している。

なお,警 察庁一管区警察局一県警本部間では,マ イクロウェーブ回線を使

用してデータ通信が行われている。

イ.国 際通信

警察庁は国際犯罪の多発に伴い,国 際間の犯罪情報の交換を迅速に行うた

めに国際刑事警察機構(ICPO)無 線網に加入し,東 南アジア地域の中心局と

なって,パ リ総局をはじめ,同 機構に加入 している東南アジア地域の各国と

の間でそれぞれ通信を行っている。

なお,49年4月9日 から13日 までアジア地域通信会議が10か 国14名 参加の

下に,東 京で開催された。

(2)新 技術の導入

警察活動はます ます多様化,複 雑化の度合いを強めているとともに,エ レ

クトロニクス技術の進歩発展もまた目覚ましいものがあ り,警 察 通信 部 門

は,通 信学校研究部が中心となって新技術の開発と導入に努めている。

ア.車 載用画像電送装置

移動無線通信に記録通信を導入する一手段として,フ ァクシミリによる写

真電送の開発を進めてお り,近 くフィール ドにおいて実用試験を行う予定で
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ある。

この装置は,送 画をビデ ィコンヵメラで撮像 して無線回線により伝送し,

受信側ではファイバーフェイス ・プレートチューブを通して熱現像処理感光

紙に感光させる方式である。これは,指 名手配写真や事件現場の地図等従来

の電話のみでは伝達困難な情報の送受に活用されることになろう。

イ.車 載用テ レプリンタ装置

移動無線にテ レプリンタを導入することは,将 来電子計算機 システムとの

インターフェイスはもちろん電波発射時間の短縮,不 在時の自動受信,通 信

内容の秘匿など数多くの利点が考えられる。現在符号方式や変調方式その他

について実験検討中である。

ウ.移 動無線機の小型化

車載用無線機は,従 来車両に固定 して装備することを基本にして考えてぎ

たが,例 えば事件現場が高層 ビルの上階などの場合には,別 の通信手段をと

る必要があるなど,必 ず しも警察活動の実情に即 したものとはい え な い の

で,車 載兼携帯型無線機の開発と携帯無線機,携 帯受令機等について小型軽

量化を検討中である。

2航 空保安用

(1)航 空交通管制用通信

航空の分野における無線通信の役割は,専 ら航空機の航行の安全 と定時性

を確保することにある。 したがって,そ の主要な利用形態は航空交通管制の

ための通信 と無線航行援助のための通信(航 空保安無線)で ある。

民間航空機の航行の安全に関する業務は,多 少の例外はあっても,ほ とん

どすべての国において国の責任によって行われている。このような業務に使

用される通信を航空交通管制通信と称 している。

ア.航 空移動業務

航空機が航行中,地 上の航空管制官又は航空管制通信官 との間に行う空地

通信である。国内を航行する航空機の管制は,札 幌,東 京,福 岡の航空交通
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管制部並びに各空港の管制機関が直接又は対空通信局を経由して,ま た,洋

上を航行する航空機の管制は,東 京及び那覇の国際対空通信局を経由して,

それぞれの責任範囲にある航空機に対して行っている。

この業務に使用されている電波は,短 波帯 とVHF帯 であるが,短 波帯は

ITUで 分配 された2,850kHz～17,970kHzの 周波数帯を,ま た,VHF帯 は

118MHz～144MHzの 周波数帯を使用し,通 信は無線電話によって行われて

いる。

48年度においては,49年5月 に米軍から我が国に移管される沖縄地区の航

空交通管制業務のために同地区に運輸省のVHF,UHF航 空局4局 が,ま た

日本海上の日ソ航空路を飛行する航空機の管制を更に確実にするために北海

道江差町にVHF航 空局が,更 に離島振興対策による空港の整備及び新設に

伴い,北 海道利尻及び奥尻にVHF航 空局がそれぞれ開設された。

イ.航 空固定業務

(力 航空固定電話

航空機の航行の安全に責任を有する地上局が,自 己の責任範囲を離れて,

隣接する地域へ航行する航空機の管制を隣接の責任地上局へ移管 す るた め

の,隣 接管制区管制機関相互間の電話通信である。

国内を航行する航空機の管制移管のために札幌,東 京,福 岡,那 覇相互間

に,ま た,国 際線就航便のために東京とアンカレッジ,ホ ノルル,グ アム及

び大邸 との間,札 幌 とハバロフスクとの間,福 岡と大邸との間にそれぞれ有

線,衛 星,マ イクロウェーブ又は短波による直通電話回線が設定されている。

(イ)航 空固定電信

航空機が飛行前にあらか じめ飛行経路上及び目的空港に関する航行の安全

上必要な情報並びに航空管制上必要なデータを交換するために行われる管制

部相互間の電信通信(国 際通信網としては,AFTN回 線)で ある。

国内を航行する航空機の航空交通業務通報,ノ ータム,捜 索救難に関する

通報等は各空港及び管制部を接続する国内テレタイプ通信網により,ま た,

国際線就航機のための通報は,東 京AFTN通 信局とモスクワ,バ バロフス
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ク,ア ンカレッジ,ホ ノルル,香 港及びソウル,並 びに那覇AFTN局 と台

北との間に設定されているAFTN回 線により取 り扱われてお り,ケ ーブル,

衛星,マ イクロウェーブ又は短波が使用されている。

48年度においては,神 奈川県厚木と硫黄島の間に航空固定局が開設された

が,こ れにより小笠原諸島の気象情報の入手が容易になるとともに,近 い将

来,こ の地区がグアムFIR(飛 行情報区)か ら東京FIRに 編入される予定で

ある。

(2)航 空無線航行用通信

現在,航 空機はヘ リコプター,自 家用軽飛行機等一部の小型航空機が有視

界飛行を行っているほかは,す べて地上の航空保安無線施設を利用 して機上

の無線航行装置により計器飛行を行っている。機上の装置には空地通信のた

めVHF帯,UHF帯 及び短波帯を使用する通信設備のほかに,前 述のような

無線航行装置として自動方向探知機,VOR受 信装置,ILS受 信装置,電 波高

度計,気 象 レーダ.ATCト ランスポンダ.距 離測定装置,ド ップラナビゲー

タ等があ り,現 在就航中のジェット機はすべてこれらの装置を有 している。

一方地上においても48年度末現在第2-3-6表 に示すような各種の航空

保安無線施設が設置されてお り,航 空機はこれら地上の無線航行援助施設と

第2-3-6表 航空保安無線施設の設置状況

(48年度末現在)

施 設 の 種 類(無 線局の種別) 周 波 数 帯 施設数

NDB鮨 向性無墾懇 羅 局)A2195-・ ・5kH・ 94

V・R罪F全 方鴨 無線標弾Agll2・ ・-11…MH・ 15

TA・AN羅 互購 薯灘 欝P91,183M・ ・ 1

VORTAC
VORとTACANを 組み合
わせた もの(同 上)

(VOR)

Agl12.3～ll6.7MHz

(TACAN)
P91,157～1,201MHz

10
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施 設 の 種 類(無 線局の種別) 周 波 数 帯 施設数

VORDME

DME(距 離測定 用施設)と
VORを 組み合わせた もの

(無線航 行陸上局)

(VOR)

Agl12.3～ll7.8MHz

(DME)

P91,157～1,212MHz

20

倍1計 器難 翫)
(LLZ)
へ2108.9～llLgMHz

(GP)
A2329.3～335MHz

18

ASR・SSR/

(PAR)

空港監視 レー ダ ・
二次監視 レー ダ
(精測進入 レー ダ)

(同 上)

PO2,770～2,890MHz

Pgl,030MHz

(PO9,070～9,100MHz)

1
)
1
5(

・ ・DE罐1離 糠 …輪 。一部)・ ・ 24.5GHz 3

飛 行場情報放送施設A3ATIS(特
別業務の局)A3

127.2～128,8MHz

293MHz
6

ARSR/(SSR)
航 空路監 視 レー ダ(

二次監視 レー ダ)
(無線航行陸上局)

POl,335～1,345MHz

(P91,030MHz)
4

(注)1.ILSのGPに はDMEを 併 設 した もの もあ る。

2.ILSに は 通常,MM(ミ ドルマ ー カ),OM(ア ウタ ー マ ー カ)(い ずれ

も無 線 標 識 局 ・A275MHz)が 航 空 機 の進 入 コー ス に設 置 され て い る。

対応して自機の針路,位 置,速 度,高 度等を測定し安全運航を行っている。

48年 度においては,北 海道釧路空港の計器着陸用施設,利 尻,奥 尻のため

の無指向性無線標識施設,国 内幹線航空路複線化用のVORDME8局,航 空

路監視用 レーダ網の一環としての千葉県山田町及び沖縄県本部町八重岳の航

空路監視 レーダ(そ れぞれ レーダ情報伝達用固定局を 含 む。)及び航空路用

VORTAC4局 等が開設された。

(3)飛 行場情報放送用通信

飛行場情報放送用通信は,航 空機が特定空港に離着陸する際に必 要 な 風

速,風 向,視 程,飛 行場の状態,航 空保安施設の運用状況,使 用滑走路の情

報等を連続 して放送するものである。この業務は,運 輸省が東京(羽 田),大

阪,福 岡,那 覇の各空港において,VHF帯 及びUHF帯 を 使用して運用 し
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ている。福岡及び成田については,48年 度に新設されたものであるが,成 田

は,新 東京国際空港の開港が遅れているため,ま だ業務の運用に至 っていな

い。

(4)将 来の動向

我が国における航空需要は近年 とみに増大 し,こ のため空港及び航空路の

混雑は年を追 ってその度合いを増 している。 このことはひとり我が国のみの

現象ではなく世界的な傾向である。 このような情勢に対処するため,航 空通

信の分野では,次 のような将来計画が導入されようとしている。すなわち,

①航空路監視 レーダを整備す ること,② 管制情報処理 システムを導入す るこ

と,③ 現在の短波帯使用による通達距離の拡大 と通信の質の改善のため宇宙

通信技術を導入す ること,④ データ自動交換方式を採用す ること,⑤VHF

チャンネル間隔を現在の50kHzか ら更に25kHz間 隔に縮小す ること,等 で

ある。これらの将来計画が実現 され ることによって,航 行の安全性と定時性

がより一層確保 されることとなるであろう。

3海 上保安用

昭和23年 に海上における安全の確保 と治安の維持を任務とす る国家機関と

して海上保安庁が設置 され,我 が国周辺海域を海上移動業務,無 線測位業務

等の無線通信機能によってカバーす る警備救難及び航行援助の体制が整備さ

れるとともに,迅 速な警備救難活動を行 うために船舶局や航空機局のほか全

国固定通信系,携 帯移動通信系が構成 されている。48年度末現在これらの無

線局の数は第2-3-7表 のとお り3,103局 に達 している。

(1)警 備救難用通信

海上保安庁の主要任務の一つである海難救助その他海上における治安の維

持を効果的に行 うために,全 国に設置した海岸局及び巡視船の船舶局におい

て,そ の規模に応じ常時又は一定の時間,第2-3-4表 の遭難周波数々聴

守 して海難救助に備えている。また,全 国22箇所に遭難自動通報設備などか

ら発せ られる遭難電波の方位を測定する施設を備え,捜 索救助を容易にして
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第2-3-7表 警 備救難 用無線局施設状況

区

一

別

47年 度 末 48年 度 末

局 数 局 数 対 前 年 度増
△ 減 率

海 岸 局 182
局

181
局

△0。5
%

船 舶 局 345 344

航 空 局 56 67

航 空 機 局 28 29

携 帯 基 地 局 44 50

携 帯 局 1,648 1,751

無 線 測 位 局 180 194

特 別 業 務 の 局 2 2

そ の 他 416 485

計 2,901 3,103

昌0.3

19.6

3.6

13.6

6.3

7.8

0

16.6

7.0

いる。

更に,同 庁の主要海岸局においては,警 備救難活動に加えて港内における

船舶交通の安全,港 内の整 とんを図るために,主 として国際VHF無 線電話

を使用 して港長事務を行っているほか,釧 路,塩 釜,横 浜等の8海 岸局が,

海難救助機関において常に特定の船舶の動向をは握し,海 難の際の救助に資

するいわゆるアンバーシステム(相 互海難救助制度)に 参加している。

このほか同庁においては,陸 上の無線局において船舶航行の安全を確保す

るため航路情報の放送を郵政大臣の告示するところにより行 っ て お り,ま

た,関 係各国が放送する航行警報を聴守し必要に応 じて再放送している。
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これらの業務の48年度の通信状況を,第 三管区海上保安本部(横 浜)の 海

岸局に例をとると第2-3-8表 のとお りで,通 信延べ時間及び通信回数に

おいて前年度に比 し10%の 増となっている。

第2-3-8表 第三管区海上保安本部(横 浜)海 岸局の1日 平均通信取扱状況

区 別

47年 度

48年 度

対前年度増加率(%)

通信延べ時間

時 間 分
Il5

1213

10

通 信 回 数

回

190.3

208.1

10

通信相 手局数

局
52.9

80.5

48

(2)航 行援助用通信

海上保安庁はまた,我 が国沿岸の地理的条件と船舶交通の状況に応 じて,

電波を利用 した航路標識施設を設置 し,航 行の安全と運行能率の向上に寄与

している。これ らの航行援助用の局は48年度末現在第2-3-9表 のとおり

89局 に達 している。

また,近 年船舶交通がとみに活発の度を加えている主要港湾及び狭水道に

おいて航行の安全を確保するためには,陸 上からきめ細かい情報を積極的に

提供 して航行船舶を援助するとともに適切な船舶交通の管制を行 う必要が高

まってきた。このため同庁においては最新の電子技術を導入した海上交通情

報機構の設置を45年度から進めているが,48年 度には京浜港横浜区本牧船舶

通航信号所及び横浜港内交通管制室 とさきに完成 したハーバー レーダを連け

いしたシステムが完成 し,東 京湾の一部港域内の管制及び航行援助を開始 し

た。

これらの業務のための船舶との間の無線通信には国際VHF無 線電話が使

用されるが,従 来から警備救難及び港長事務にもこの電波が使用されている

ほか,48年7月 施行された海上交通安全法の航路管制にもこれが用いられる

ので,こ れらの周波数需要に応ずるためには,国 際的規模で国際VHF無 線

電話の狭帯域化による周波数増を図るとともに,今 後これ らの電波の一体的
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航行援助用無線局施 設状況

区 別

無

線 陸

航 上

行 局

無

線

標

識

局

方 式

口 ラ ン

デ ツ カ

ト ラ ン ス ポ ン ダ

ハ ー パ ー レ ー ダ

中 波 ビ ー コ ン

ト ー キ ン グ ビ ー コ ン

レ ー マ ー ク ビ ー コ ン

コ ー ス ビ ー コ ン

ンコ一ビ[

波

リ
ロ
タ?マ

ロ

計

47年 度 末

10
局

8

2

3

48

5

6

5

2

89

48年 度 末

10
局

8

2

3

48

5

6

5

2

89

な運用を図ることが必要 となっている。

(3)固 定 通 信

警備救難の第一線業務を円滑に推進 し,並 びに航路標識施設の保守運用を

円滑に実施 して海上交通の安全に寄与するために,本 庁 と管区海上保安本部

との間に中央固定系,本 庁と各航空基地との間に中央航空固定系の短波固定

回線を備え,公 衆通信施設に障害が発生した場合でも重要な通信が確保でき

るようにしている。

また,管 区海上保安本部と航空基地,海 上保安部,海 上保安署,航 路標識

事務所間に地方固定系の短波固定回線を設置し,同 様の措置がな され てい

る。
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4気 象 用

気象庁は,気 象観測,観 測資料の収集,解 析,予 警報の発表等の気象業務

の円滑な遂行を図るため無線局を開設 し,特 に離島,岬,高 山等のへき地,

海上及び上空の気象資料の収集,船 舶,航 空機等に対する気象通報の伝送に

有効に使用している。これらの無線局の48年度末の局数は1,190局 となって

いる。

(1)気 象観測用通信

気象の予報,警 報等の精度を高めるためには,で きる限 り観測網を密にす

ることが必要であ り,一 方電波を利用する自動観測技術が格段に進歩 したこ

ともあって,気 象観測のため多種多様な無線通信施設が設置されている。気

象観測用の無線通信施設にはラジオロボッ ト,ラ ジォゾンデ,レ ーウ ィン,

気象 レーダ等気象観測器と一体 となって又は単独に,自 動的に気象情報の伝

送を行 うものと,山 間へき地に設置 され る無人の観測施設の巡回保守及び観

測施設のない場所における臨時の気象観測のための通信に使用されるものと

がある。前者の うち,ラ ジオロボットは雨量,潮 の干満,波 浪,地 震等の観

測に,ラ ジオゾンデは高層大気の気圧,気 温及び湿度の観測に,レ ーウ ィン

は高層における風向及び風速の観測に,気 象 レーダは台風,前 線,雨 域等の

観測にそれぞれ使用されている。このほか,大 洋上の気象資料の空白地域を

埋めるため洋上の気象,海 象を自動的に観測,通 報する海洋気象用ブイロボ

ットが日本海で2施 設運用されている。

気象庁では,48年 度において,名 瀬気象 レーダをは じめ38施 設の無線設備

の更新及び74施設の新設を行ったが,今 後においても,局 地的異常気象をは

握して災害の未然防止を図るためには,ラ ジオロボットの整備増強が必要と

されている。

(2)気 象資料収集,連 絡用通信

全国の気象官署で観測 した気象データは,ラ ジオロボット等から発信され

たもの及び航行中の船舶から報告されたものを含め,す べて地方 予 報 中 枢
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(札幌,仙 台,東 京,大 阪及び福岡の各管区気象台並びに名古屋,新 潟,高

松,広 島及び鹿児島の各地方気象台)及 び全国予報中枢(気 象庁)へ 集めら

れ,そ こで編集される。

更に,編 集された気象データは再び地方予報中枢を経て各気象官署に配分

される。このような気象データの収集,配 分のための通信には主として専用

の公衆通信回線が使用されているが,そ のバックアップ回線として主要気象

官署(13)と 気象庁との間に短波帯の無線電信回線が設定され て い る。 ま

た,気 象要素の分布,解 析,予 想,レ ーダエコー,気 象衛星による雲写真等

の図面的なものは,全 国から収集された気象データを基に図的資料 として作

成され,全 国予報中枢から主として短波帯の特別業務の局による気象無線模

写通報 として各気象官署に配分されるが,VHF帯 の無線回線又は専用回線

を使用して配分されるものもある。予警報,指 示報,地 震津波情報等の平文

の通信は,全 国予報中枢及び地方予報中枢から主として専用のテレタイプ回

線を使用して各気象官署に伝送されるが,VHF帯 の無線回線によって伝送

されるものもある。

(3)気 象通報用通信

気象庁は,予 報,警 報,実 況報,解 析報,天 気図等の情報を気象通報とし

て自ら開設する特別業務の局及び電電公社の開設する公衆通信業務用の無線

局により,毎 日一定の時刻に国内及び国外の気象官署,航 行中の船舶,航 空

機等に対して通報 している。気象通報用の無線局は,電 電公社の開設す るも

のを含めて現在7局 である。

5防 災 用

(1)防 災行政用通信

我が国は,そ の地理的,気 象的条件から古来災害が多 く,毎 年各方面にわ

たりじん大な被害を受けているため,防 災,応 急救助,災 害復旧等の諸施策

を強化するよう災害対策基本法(昭 和36年 法律第223号)を 中心とする各種

法制により必要な措置が講 じられている。なかでも都道府県においては,災
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第2-3-10表 防災行政無線局の開設状況

(48年度末現在)

＼ 区別
一部運用中運

用 中
(予備免許

繍 府 ＼(計 画完了)中 を含む)

申 請 中(申請書提

出から予備
免許まで)

計 画 中
(調査費計

上から申請
書提出まで)

準 備 中

合 計1・ 局ll局 ・ 局ll2局14局

北 酬 ○

青 森10

岩 手t ○

宮 刎 ○

秋 田1 ○

山 形1 ○

福 島 ○

茨 城1 ○

栃 木 ○

群 副 ○

埼 到 ○

千 剰 ○

東 京 ○

神 奈 川10

山 剰 ○

新 剰 ○

長 酬 ○

富 山 【 ○

石 川1 ○

福 州 ○

静 剛 ○

愛 剰 ○
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＼ 、 区別

都道府 ＼
県別 ＼

運 用 中

(計画完了)

一部運用中

(予備免許

中を含む)

申 請 中
(申請書提

出から予備
免許まで) 　

中
計
請
で

費
申
ま

画
査
ら
出

調
か
提

計
(
上
書

準 備 中

岐 阜 ○

三 重 ○

滋 剤 ○

京 都1 ○

大 阪 ○

兵 劇 ○一
和 歌 山 ○

鳥 取 ○

島 劇 ○

広 副 ○

山 口 ○

岡 山 ○

徳 副 ○

香 川1 ○

愛 媛 ○

高 知 ○

福 剛 ○

佐 賀 ○

長 崎1 ○

熊 本1 ○

大 釧 ○

宮 崎 ○

鹿 児 島i ○

沖 縄1 ○
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害対策基本法に基づ き知事が当該地域における災害対策の最高責任者 として

防災の責務を遂行するため,都 道府県地域防災計画を策定 し,災 害に対処 し

得 る体制を着々整備 しつつあるところであるが,こ の一環として48年 度末現

在,第2-3-10表 のとおり防災行政無線局設置計画が進められている。こ

の無線通信は地域防災計画にのっとったもので,県,県 の出先 機 関,市 町

村,地 方気象官署等の防災関係機関が相互に直通無線回線を構成 しており,

防災業務を遂行するに必要な通信の確保を図っている。また,上 記の直通回

線のほか当該地域全域をカバーする移動通信系及び地区別の移動通信系を整

備 し,災 害時における通信回線確保に万全を期 している。

(2)水 防 ・道路用通信

ア.建 設省では,水 防及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防道路用

無線局を開設 し,災 害の予防,復 旧等に関す る緊急連絡に活用 している。

その回線構成は,中 央から末端現場に至 るまでの状況が十分は握でき,確

実な指令伝達が行われ るよう第2-3-11図 のとお りの系統 とな っ てい

る。

回線網は,本 省から各地方建設局及び北海道開発庁北海道開発局へ至る

本省回線,地 方建設局等か ら各工事事務所又はダム管理所へ至 る本 局 回

線,事 務所等から出張所,支 所等へ至る事務所回線があり,こ れらはマイ

クロウェーブ回線で結ばれている。

なお,事 務所,出 張所等から現場又はパ トロール車へは,VHF帯 又は

UHF帯 で通信網が構成 されている。

これらの回線の うち,本 省回線及び本局回線については47年 度において

ほとんど整備 された。

イ.地 方公共団体は,河 川の工事,こ う水又は高潮等による災害対策のため

無線局を開設 し,そ の中枢機関 と工事事務所,ダ ム管理事務所等の出先機

関との間,出 先機関とパ トロール車 との問に無線回線を構成 している。

なお,水 防業務の遂行に当た っては,国 と都道府県が相互に連絡を保つ

ことが必要であるので,建 設省 と都道府県 との間にも無線回線を設定 して



第3章 自営電 気通信 一211一

第2-3-11図 水防 ・道路用通信回線系統図

東 北

地 方

建設局

倫 一一

・注・口1朧 諜 示。
.

水

防

車

北海道

開発局

一一一⇔

道
路

パ

ト

ロ
ー

ル

いる。

(3)消 防 ・救急用通信

ア.地 方公共団体は,最 近における都市構造の複雑化,交 通事故の多発化等

により,そ の活動分野は,消 防 ・救急活動にとどまらず,予 防行政も含め

て多種多様な活動が要求されるようになっている。

地方公共団体では,こ の任務の円滑な遂行を図るため,消 防本部,消 防

署等と消防車及び救急車 との間に無線局を開設 し,非 常事態が発生 した際

における命令伝達,状 況報告等の連絡手段として大いに活用している。

イ.消 防庁は,各 都道府県との間に消防情報(災 害報告,火 災,救 急 速 報

等)の 収集及び伝達を行 うため消防防災無線通信網の整備を推進 し,成 果

をあげている。この回線は建設省の全国回線を共用している。
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6航 空運送事業用

国が直接行 う航空機の航行の安全のための航空交通管制通信に対して,定

期,不 定期の航空運送事業者等が自社の航空機の整備,運 航その他航空機と

う乗者に関する一般事務等に関し,事 業用として行 う通信がある。このよう

な通信を一般に運行管理通信と称している。

現在我が国には日航,全 日空,東 亜国内航空等旅客,貨 物の輸送を行 う運

送事業者のほか広告,宣 伝,農 薬散布,測 地,乗 員養成,訓 練等を行 う私企

業(航 空機使用事業)が 多数存在しているが,こ れらの事業体(約50社)が

自己の事業用として航空局,航 空機局等の無線局を開設し専用の通信を行っ

ている。これらの通信は,VHF帯 によって行われている。

なお,今 後国内の重要な国際的空港においては,国 が行 う航空交通管制を

除き,一 般の空港内航空関係無線通信は,国 際電電及び電電公社が提供する

公衆通信業務を利用して行う計画 で あ り,沖 縄においては既に一部実施さ

れ,新 東京国際空港においてはその準備が終っている。

7海 上運送事業用

(1)外 航海運用通信

我が国海運は,第2次 世界大戦で壊滅的打撃を受けたが,そ の後における

経済の驚異的な復興により,世 界第二の船腹量を保有する海運国 に 躍 進 し

た。

これ ら外航船舶のうち大型船舶は,中 波電信,中 短波電話,短 波電信,短

波電話の周波数を使用した大電力の無線設備,世 界の主要港湾において使用

されている国際VHF無 線電話設備のほか レーダ,無 線方位測定機,ロ ラン

受信機等の設備を備え,航 行の安全及び貨物の輸送,手 配等に関する通信を

内外の海岸局と行 うほか,船 舶向けに行われる気象,海 況,流 行病その他航

行の安全に必要な情報の放送を受信している。これ ら船舶における事業運営

その他乗組員のための通信はすべて公衆通信によって行われるが,近 時船舶
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の増加に伴いその通信が混雑してきたので,こ の円滑化を図るため新技術の

導入による海上通信の自動化が検討されてお り,更 に衛星の利用によって通

信の混雑緩和,高 品質化を図ろうとする方式が世界的規模で研究 され てい

る。

(2)内 航海運用通信

日本周辺海域を航行する小型内航船舶については,昭 和30年 代の初期 まで

は無線設備を設置するものが極めて少なかったが,こ れ ら船舶の海難事故多

発の状況にかんがみ,郵 政省は中小海運業者が容易に利用できる中短波無線

電話の設置のみちを開き,こ れ ら海運業者を構成員とする団体を免許人 とす

る専用海岸局(内 航用海岸局)の 設置を認めた。また,44年10月 船舶安全法

の一部改正法の施行により,沿 海区域を航行する貨物船等に無線設備の設置

が義務づけられ,48年 度末現在これら船舶局のうち505局 は中短波無線電話

を,2,796局 はVHF無 線電話(国 際VHF無 線電話)を 設置 して,有 事の

際海上保安庁海岸局に救助を求めるなど航行の安全に備えている。

これら船舶局のうちVHF無 線電話設備を備えるものは,同 設備に組み込

まれている公衆通信チャンネル(沿 岸無線電話)に よって陸上の加入電話と

の間に随時通信ができるので,こ れによって事業運営のための通信を行って

いる。また,中 短波無線電話を設置する船舶は全国12箇所に開設されている

内航用海岸局を利用 して事業運営のための通信を行っているが,上 記のよう

な陸上の加入電話と接続する通話業務のみちが開かれてい な い た め,最 近

は,VHF無 線電話に移行する傾向にある。

近時内航船舶の大型化,高 速化,フ 山リー化が進め られているが,こ れら

船舶の運航を能率的に行う目的で専用の海岸局の開設を希望するものが多 く

な り48年度には,11局 が開設され,そ れらの数は153局 に達した。

以上のほか,海 運事業に使用される無線局としては,船 舶に レーダのみを

設置 して航行の安全を図る無線航行移動局,港 内のみを航行する船舶と陸地

間を結ぶための陸上移動業務の無線局などがある。
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8港 湾通信業務用

国際VHF無 線電話による港湾通信業務は,港 湾内又はその付近における

船舶の交通整理,び ょう地,船 席の指定,検 疫のほか水先業務,ひ き船事業

などを含む船舶の移動を安全かつ能率的に遂行す るために行われるものであ

る。

昭和39年 に京浜港でこの業務が開始されて以来逐次6大 港湾に及び,48年

度末現在,海 上保安庁の海岸局51局 のほか,東 京,横 浜,川 崎,千 葉,鹿

島,静 岡(清 水),名 古屋,四 日市,大 阪,神 戸,広 島(福 山),下 関及び北

九州の各港湾管理者が海岸局(ポ ー トラジオ)を 開設 してこの業務を行って

いる。

我が国経済の発展に伴い主要港湾における内外船舶の往来はとみに増加し

ているが,国 際VHF無 線電話を利用す る船舶数を東京湾に例をとると48年

度においては第2-3-12図 に示す とお りであり,前 年度に比し11%の 増加

となっている。

また,東 京湾における国際VHF無 線電話を使用するポー トラジオの48年

第2-3-12図 国際VHF無 線電話利用船舶数(国 籍別,東 京湾各港別)

スウェーデン192隻1。5%

横須賀
77隻
0、6%

英
911隻
7.1%

横 浜

7,340隻

57.4%

リベ リア
2,002隻

15.6%

本

4,158隻

32.5%
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第2-3-13表 東京湾におけるポー トラジオの通信取扱状況

(48年度)

ポ ー ト ラ ジ オ

横 浜

ーー) 崎

東 京

千 葉

十言
ロ

通信延 べ時間

時間 分
66958

1777

16810

26241

1,27756

通 信 回 数

回

17,640

4,445

4,336

6,740

33,161

通信相手局数

局

1Q,036

2,43i

2,463

3,572

18,502

度の通信取扱状況をみると第2-3-13表 のとおりである。

上記のほか,港 湾内における船舶の移動 と密接不可分の関係にある水先業

務及びひき船事業においても,今 後国際VHF無 線電話を使用して港湾通信

業務を行うことが見込まれてお り,同 一港湾において共通の国際VHF無 線

電話チャソネルを使用することとなるので,こ れらの者が港湾管理者と設備

を共用して一体的な運用を行うことが必要になる。48年度末現在,水 先業務

用海岸局1局(横 須賀)及 びひき船事業用海岸局1局(那 覇)が 免許され,

運用中である。

我が国の船舶局のうち国際VHF無 線電話設備を設置するものは,外 航航

路に就航する船舶の船舶局,内 航船の義務船舶無線電話局等を含めて48年度

末現在3,966局 であるが,主 要港湾に出入する船舶はできる限 り多くがこの

設備を設置 して港湾通信業務を行 うことにより,航 行の安全及び能率的な運

航を図ることが望まれている。

9漁 業 用

我が国の漁船の船舶局は,無 線電話の普及特に27MHz帯 小型無線設備を

装備する船舶局の急速なる普及によって毎年増加を続け,48年 度末には4万
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第2-3-14表 漁船の船 舶局普 及状 況

(48年 度末現在)

区 別

loト ン 未 満

lOト ン以 上

100ト ン未 満

100ト ン 以 上

合 計

力

数

動

船

水海

漁

隻

280,332

14,932

3,165

298,429

漁 船 の 船 舶

局 数

局

26,407

11,871

3,工65

41,443

普 及 率

%
9.4

79.5

100.0

13.9

953局 に達 した。 漁船の船舶局の普及状況は第2-3-14表 のとお りであ

る。

漁業通信はそれぞれの漁種,操 業海域に適応した無線設備で通信を行って

お り,そ の使用電波は沿岸,沖 合漁業は27MHz帯 又は中短波帯,遠 洋漁業

は短波帯が主に使用され,そ れぞれの通信系を構成 している。

現在漁船の船舶局が使用する電 波 は,27MHz帯 で148波,中 短波帯102

波,短 波帯286波,VHF帯23波 に達 している。

また,漁 業用海岸局としては,国 又は都道府県が漁業の指導監督業務用の

ため開設する漁業指導用海岸局と,民 間漁業者が構成員となって組織 した漁

業団体が開設する一般の漁業用海岸局 とがあり,ほ とんど全国の漁業基地に

開設されてお り,漁 船の船舶局 と常に緊密な連絡を確保し,航 行の安全と漁

獲の増進を図っている。48年度末現在指導用海岸局69局,一 般の漁業用海岸

局463局 である。これ らの海岸局のうちには,2,091kHzの 遭難信号受信機

又は27,524kHzに よる注意信号自動受信機を備えて,漁 船の安全確保のため

の聴守を行っているものもある。

(1)沿 岸漁業及び沖合漁業の無線通信

沿岸漁業の小型漁船の操業の安全と漁業能率の向上を図るため,38年 から

27MHz帯1W・DSBに よる電波の使用が認め られた。1W・DSBの 設備

は,価 格が低廉で操作方法が簡便であるとい うことから,こ の種漁船の船舶
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局は逐次増加し,そ の船舶局数は2万6,978局 で漁船の全船舶局4万953局

の66%を 占めている。

また,こ の周波数帯のみの漁業用海岸局も305局 で全体の漁業 用 海 岸 局

532局 に対 し約57%を 占めている。

水産庁の漁船統計表によると,10ト ン未満の海水動力漁船は約28万 隻とい

われており,こ の漁船数に比較するとこの種の船舶局の普及率はわず か9.4

%に すぎず,小 型船操業の安全性を考慮すると今後ますます増加する傾向に

ある。

これらの漁船相互間の船間通信は,漁 海況の交換,投 網揚網の際の連絡が

主で,同 一の漁場に多数の漁船が集まる入会い操業の場合は,こ の船間通信

が非常に有効となっている。漁船と漁業用海岸局 との間の陸船間通信は,漁

業用海岸局が所属漁船 との間に気象,漁 海況,操 業上の注意及び入港時間等

の通報の交換を行 うが,こ の通報によって漁港における水揚準備や漁船の安

全操業に大きな役割を果た している。

小型機船底びき網,ま き網,さ んま棒受け網,い かつ りなどの 沿 岸 漁 業

で,沿 岸又は近海に出漁する50ト ン前後の中型漁船は中短波帯の電信電話あ

るいは短波帯の電信電話によって漁業通信を行っている。中短波帯,短 波帯

の電波を使用する漁船の船舶局は,漁 業の発展とともに上昇 し,そ の普及率

においても10ト ン以上100ト ン未満の海水動力漁船1万4,932隻 の うち,1

万1,871隻 が無線設備を装備しており79.5%と なっている。

(2)遠 洋漁業の無線通信

我が国の遠洋漁業は,そ の出漁海域が太平洋全域,イ ン ド洋及び大西洋と

ほとんど世界の全海域に及び,か つお ・まぐろ漁業,底 魚漁業及びまき網漁

業等を行っているが,い ずれも操業期間が長期にわたるため,無 線通信特に

陸船間通信が極めて重要なものとなっている。

これ らの船舶局が使用する電波は主として短波帯であるが,短 波帯は世界

的に使用されているため混信が多いことと我が国の海岸局との間の通信は電

波伝搬の特性上地域によっては通信可能の時間が極めて短い等のため,必 要
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通信のぞ通に困難を来す ことが多い。48年 度末現在,遠 洋漁業の漁船の船舶

局を通信の相手方 としている漁業用海岸局(12MHz以 上 の電波を有するも

の)は63局 で,27MHz帯1W・DSBの 小型漁船を通信の相手方とする漁業

用海岸局を除いたその他の海岸局144局 に対 し44%と なっている。

また,漁 業通信の状況を中央漁業用海岸局についてみると,第2-3-15

表のとお りである。

第2-3-15表 中央漁業用海岸局の1日 平均通信取扱状況

区 別

47年 度

48年 度

対前年度増△減率
(%)

通信延べ時 間

時 間 分
5146

5216

1.0

通 信 回 数

回

537

482

△10 .2

通信相手局数

局
191

210

9.9

(3)母 船式漁業の通信

我が国の母船式漁業には,南 氷洋捕鯨漁業と母船式北洋漁業があり,こ れ

らの漁業においても無線通信は漁獲の向上と安全操業に重要な役割を果たし

ている。母船と捕鯨船又は独航船との問の船間通信には中短波帯及び短波帯

が使用され,母 船と我が国漁業用海岸局との間の陸船間通信には短波帯が使

用されている。

母船式漁業においては,そ の通信量が膨大であることと限られた通信可能

の時間帯にこれをそ通させ る必要があることなどから,短 時間に多量の通信

そ通が可能である印刷電信方式の導入が図られ,48年11月 から実用化されて

漁業通信の省力化及び能率化を図ってきたところである。そのほか,ラ ジオ

・ブイ(セ ルコール ・ブイ,レ ーダ・ブイなど)を 使用して漁獲の向上を図

っている。

10新 聞 ・通信用

新聞社及び通信社の事業は,随 時随所に発生するいろいろな事件を迅速か
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つ 正 確 に 報 道す る こ とが 生 命 で あ って,こ の手 段 と して の 通信 が 必 要不 可欠

な も ので あ る こ とは もち ろん で あ るが,特 に無 線 通 信 は,陸 上 移 動 無線 及 び

同 報 無 線 の よ うに,ニ ュー ス の取 材,収 集 及 び 供 給 に 関 し,重 要 な 役割 を果

た して い る。

これ らの うち97%が 陸 上 移 動 無 線 で あ り,こ れ に使 用す る周 波数 は,VHF

帯 及 びUHF帯 で,主 と して取 材 活 動 に使 用 され てい る。

また,同 報 無 線 は,通 信 社 がVHF帯 及 びUHF帯 を使 用 して,一 般 ニ ー

一 ス のほ か
,経 済 ニ ュー ス等 を 官 公 署,金 融 機 関,商 社等 に通 報 して い る。

48年 度 末 現 在,新 聞社 及 び 通 信 社 は3,100局 の無 線 局 を運 用 して い る 。

11道 路管理 用

日本道路公団は,道 路輸送需要の急激な増加と,道 路整備促進の要請にこ

たえ,有 料道路の建設,管 理を行っており,高 速道路については営業中15道

路(1,213.9km),工 事中18道路(3,596.Okm),一 般有料道路については営

業中50道路(662.7km),工 事中21道路(292.5km)と なっている。

高速道路上におけ る維持管理のための連絡は,迅 速性が要求されるが,現

在の通信系 としては次のものがある。

① 指令電話系

② 非常電話系

③ 業務電話系

④ 移動無線電話系

⑤ 電光表示板の監視制御及び交通情報伝送系

⑥ 電力 ・防災 ・気象観測設備等の附帯設備監視制御系

⑦ 料金収受関係データ伝送系

この うち,高 速道路上の無線利用 としては,名 神高速道路及び中央高速道

路の一部(八 王子 ・大月間)で マイクロウェーブ回線を使用している。

また,道 路上の巡回車や作業車等と事務所との連絡には,400MHz帯 の電

波を使用している。
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日本道路公団のほか,東 京を中心とする首都圏における首都高 速 道 路 公

団,阪 神圏におけ る阪神高速道路公団及び各県の道路公社においても,そ れ

ぞれ所管の高速道路の維持管理用として400MHz帯 の電波を使用 している。

12鉄 道事業用

(1)概 況

鉄道事業においては,列 車の安全運転と定時性の確保が最も重要な任務で

ある。このため,線 路,列 車等の事故による運転ダイヤが乱れた場合の復旧

及び誘発事故防止対策等のためには運転指令所,電 力指令所等のすべての機

関が集中的に活動 し,緊 急に措置する必要があるので,各 機関相互間の自営

の通信回線を有 している。

国鉄及び大手私鉄においては,回 線数が極めて多 くなるため,通 信効率の

向上 と経済性の観点か ら特急列車停車駅等の主要駅,主 要変電所等を中心と

する局地的有線回線網を構成 し,こ れを運転指令所,電 力指令所等の中央機

関に集中しているものが多い。この局地集中機関と中央機関との回線は,回

線数が多 く,機 能上極めて重要であって,瞬 断が許されないためマイクロウ

ェーブ回線とし,ま た,局 地有線回線が切断した場合にも通信のぞ通を確保

するため局地有線回線網相互間の接続によるう回ルー トの設定が可能なよう

になっている。

これ らの回線は,運 転指令及び電力指令についてはすべて有線とし,緊 急

通信を確保する対策が講 じられているほか,旅 客に対する列車運行状況の周

知,特 に最近では,乗 車券,座 席の予約販売に利用されている。

通信方式は,電 話が主であるが,運 転指令,電 力指令においては,そ の正

確度が要求されるので,指 令書のファクシミリ伝送,座 席の予約等電子計算

機による情報処理のためのデータ伝送が併用されている。また,最 近におけ

る列車の過密化,高 速化に伴い,運 転指令においても信号機及び転てつ機の

操作の集中化,自 動化と運転指令者から運転者に対 して直接指令す る列車無

線の採用及び列車のプログラム運転等が実施 されつつあ り,ま た,電 力系統
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の集中管理及びこれに伴う変電所の無人化が逐次進行 しているので,電 子計

算機による情報処理及びこれに基づ く制御等のためのデータ通信が増大 し,

通信回線の重要度が高まるとともに回線信頼度の向上が要求され,無 線化区

間が増大する傾向にある。

(2)現 状と動向

ア.日 本国有鉄道

国鉄では,1日 約2万8千 本の列車の運行,操 車場における貨車の分解,

列車の組成,旅 客の要望に対応 した座席予約 システム,貨 物輸送に関するあ

らゆる情報を処理するシステム等に無線が利用されてお り,そ の 主 な も の

は,次 のとお りである。

① 本 社一 鉄道管理局………7.5GHz帯(固 定系)

② 鉄道管理局一 現場……60MHz帯(固 定系),400MHz帯(固 定系,

移動系),2GHz帯(固 定系)

現 場一 現場……400MHz帯(移 動系)

③ 新幹線列車無線400MHz帯(移 動系)

④ 乗務員無線400MHz帯(移 動系)

⑤ 災害用無線 ・送電線保守用無線……150MHz帯(移 動系)

⑥ 操車場作業用無線………400MHz帯,150MHz帯(移 動系)

これ らの無線回線は,国 鉄の情報処理の進展と設備の近代化,合 理化等に

よってますますその信頼性の向上と規模の拡大,質 的向上の要請が強くなっ

ている。

特にデータ伝送回線網の拡充強化と制御通信網の拡充は,緊 急の問題とし

て進展 していくものとみられる。

47年度には,山 陽新幹線の運転に不可欠となる電話,デ ータ,制 御用回線

を構成するため,マ イクロウェーブ回線の建設を行うとともに必要な列車無

線基地局の建設が進められたが,今 後引き続 き東北,上 越,成 田各新幹線網

の整備に伴い,こ れら無線系の増強整備が行われてい く計画である。

一方,在 来線では,45年 度から使用を始めた乗務員無線は現在98線 区で使
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用され,無 線局数は,2万 局を超えている。乗務員無線は,列 車の運転士車

掌間の連絡及び列車と最寄 り駅 との間の緊急連絡に使用され,列 車の運行,

保安確保に非常な効果をあげつつある。特に,47年11月 に発生 した北陸 トン

ネル列車火災事故にかんがみ,そ の対策として全国の5km以 上の長大 トン

ネル区内を通過す る列車にはすべて設置することとな り,今 後 も増強される

と思われる。

イ.私 鉄

国鉄とともに我が国の陸上輸送の主役を果たしている私鉄では,増 大する

輸送量に対処す るため,列 車本数の増加,列 車のスピー ドア ップに力を入れ

るとともに,そ の使命である旅客の安全輸送を確保するために,踏 切 りの改

善,CTC,ATCの 導入をはじめ,事 故発生時における運転指令と乗務員と

の間の緊急連絡のための列車無線又は列車事故,踏 切事故発生の際における

二重事故を避けるために対向列車,後 続列車に警報を送るための防護無線等

が逐次整備 されている。その他,保 線作業の能率化のための作業用無線 も利

用され,更 に構内における列車入れ替え作業のための操車場作業用無線も一

部で採用されている。

また,保 線作業上の安全確保のための列車接近警報無線を採用している私

鉄 もある。

更に一部の私鉄では,経 営の近代化,合 理化のため,電 子計算機を導入し,

信号設備,変 電所等の自動化を進めようとしてお り,こ れに必要な手段 とし

て通信回線の拡充整備を図っている。

このように主要幹線回線であるマイクロウェーブ回線の設置,運 転指令と

走行中の列車乗務員との間の連絡用の列車無線の整備等が,今 後急速に行わ

れるとみられる。

なお,主 な私鉄における鉄道用無線利用状況は,第2-3-16表 のとおり

である。
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13電 気 ・ガス ・水道事業用

(1)電 気事業用通信

ア.現 状

電気事業は,国 民生活に直接的な関係をもってお り,こ の事業が円滑に遂

行されるためには,発 電所,変 電所等の各種施設の制御監視を常に迅速に行

う必要があり,こ のため通信回線が不可欠のものとなっている。

通信回線は,電 力会社の本社,支 社,発 ・変電所等の間に設け られ て お

り,発 ・変電所等の制御,監 視を数箇所の拠点で集中化す るため,本 社又は

支社等にそれぞれ中央又は系統給電指令所を設け,能 率的かつ経済的な集中

管理を行っている。このほか,各 電力会社が協力 し,日 本全土の電力の需給

調整を図るため,中 央電力協議会があり,各 電力会社の回線は,同 協議会の

中央給電連絡指令所に収容されている。

これらの回線は,原 則 として自営 とし,無 線通信回線等が利用 され て お

り,幹 線系については,マ イクロウェーブ回線が主軸 となっている。また,

水力発電所が ダムの放流を住民に周知する放流警報用無線,気 象観測用無線

(テ レメータ回線)が あり,48年 度末現在で,主 要発 ・変電所等の無線化率

は90%以 上 となっている。電気事業は,電 力会社以外では地方公共団体にお

いても行われ,事 業運営及びそれに必要な通信回線の構成も小規模ではある

が,電 力会社類似の形態となっている。

イ.動 向

最近の電力総需要量は,48年 末の石油危機から下降線をたどり,48年 度と

しては横ばい状態となった。各電力会社はこの状態にかんがみ,電 力資源の

開発については,原 子力発電に移行するす う勢が大とな り,加 え て水 力 発

電,石 炭火力発電を見直す傾向にある。一方,そ の設備の大規模化,発 電地

の遠隔化等か ら基幹送電線の容量は年々大きくな り,超 々高圧(50万 ボル ト)

送電線へ と移行する傾向にある。

このような電力設備の大規模化に対処して,電 力系統の安定かつ効率的な
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運用を確保するため,通 信設備特に無線設備の整備,強 化が次の諸点に重点

をおいて図られている。

① 電気事業の広域化に伴い,電 力系統の事故を他地域へ波及,拡 大させな

いため,事 故区間を高速 しゃ断する必要があり,キ ャリヤ リレー(送 電線

の保護装置)等 の使用により,高 信頼化を図る。

② 電力系統設備の運転管理の合理化,自 動化,集 中管理制御化を図る。

③ 変動する負荷に対 して常時,安定 した電力を供給するため,電子計算機を

導入 し,各設備を有機的に連係する給電,運 用の総合的自動化を推進する。

このため通信回線は,災 害に強 く,高 信頼度を有 し,か つ,多 量の情報を

高速伝送する必要があり,本 社,支 社,基 幹電力系統の各発 ・変電所等の間

における多重無線回線の増設,既 設回線を利用するう回ルー トによる多ルー

ト化,有 線回線と無線回線の併設による多ルー ト化が行われ,か つ,デ ータ

通信への移行が図られることとなっている。

(2)ガ ス事業用通信

ア.現 状

都市ガスの需要は,近 年急速に増大しているため,幹 線のガス導管は,中

圧管から高圧管,超 高圧管に移行しつつある。このようなガス圧の増大等に

伴って,導 管事故によるガス災害が大規模化するおそれが増大 している。こ

のためガスの流量,圧 力,各 施設の動作状況等の監視,制 御を常時行い,ま

た,生 産量の調節を行 うため,本 社 と整圧所,工 場等の間にテ レメータ回線

及び指令回線が設置されている。これらの回線は有線及び無線回線 で あ る

が,主 要各社はこれらの回線を本社の中央供給操作所に収容 し,集 中管理を

行 うとともに電子計算機を導入して情報処理に当たり,か つ,ガ ス需要の動

向を常時は握 し,適 切な需給調整を行っている。このため回線に対する高信

頼度が要求されるので,無 線回線が使用され,か つ,本 社,整 圧所,工 場間

の幹線系はマイクロウェーブ回線となっている。

イ.動 向

ガス利用は近年著 しく増大し,都 市ガスの需要に拍車をかけ,毎 年約8%
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以上の伸び率を示 してお り,ま た,供 給区域は毎年2%以 上の伸び率で広域

化している。これ らの需要の変動に対応 して,事 業の拡大,合 理化等のため,

機能の総合自動化が推進されるものとみられ,特 に導管事故によるガス災害

の大規模化の防止,事 故復旧対策に重点をおいたガス施設の監視,制 御,連

絡体制が強化されてい くものとみられる。

このため通信回線の需要はますます拡大す るとともに,自 動化に伴 うデー

タ通信の採用,広 域運営のための中央集中化に伴 う通信 システムの統一等に

よる高信頼度回線の要求等から,無 線化の需要が増大するものとみられる。

(3)水 道事業用通信

水道事業は,健 康で文化的な生活を支えるばか りでなく,あ らゆ る産業活

動又は都市機能を維持 していく上に必要不可欠の事業である。近年,産 業経

済界の発展 と相 まって急激な都市化現象が現れ,都 市周辺の人口は急速に増

加 し,水 需要の増大を来 している。 したがって,水 道事業は,取 水場,浄 水

池,配 水池等の水道各施設の新増設等,施 設の整備拡大とともに,合 理的,

能率的な管理維持を図るため電子計算機を使用した集中管理方式を導入する

等,種 々の対策も講じられている。

また,水 道事業は,関 係地域がその事業の特殊性から広範囲に及ぶので,

各事業所 と本部との間に不断の連絡を必要 とするものである。特に浄水及び

給水設備に事故が発生 した場合には,事 故現場 と本部間に緊急な連絡を図る

必要がある。

このため自営の無線通信回線が必要とされ,地 方公共団体が設置する水道

事業用無線通信回線は,固 定系,移 動系とも逐年増加の傾向にある。

14道 路運送事業用

(1)タ クシー事業用通信

ハイヤー ・タクシー事業では,サ ービスの向上と経営の合理化等を図るた

め,無 線局を開設 し配車効率をあげている。すなわち,営 業所等に開設され

た基地局から走行中又は待機中の無線車に対し,随 時配車指令を行い,迅 速
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に利用者の需要に応 じ,併 せて燃料の節約,運 転手に対する労務管理,危 険

の予防等に資 している。

タクシー事業における無線車数は約13万台で,こ れは全国の台数約23万 台

のうち,約57%を 占めてお り,今 後 も更に普及するものと思われる。

(2)軌 道バス用通信の実験

最近の深刻な都市交通問題を解決するとともに,ま すます増大,多 様化す

る交通需要に対処するため,新 しい交通システムについて様々の考察が行わ

れている。その中の一つとして中型輸送システムの研究開発が試みられてお

り,実 験に関する各種データ収集のため実験局が開設されている。

このシステムは 「軌道バス ・システム」といい,運 行管理の省力化を図る

ため中央制御所に電子計算機を設置し,電 子計算機と車両との間を漏えい同

軸ケーブルを媒体とす る400MHz帯 の無線で結び,車 両の加減速,停 止,ド

アの開閉等の操作をすべて自動化し,無 人運転するとともに,乗 客数の変動

に応じて車両連結数を増減 し,車 両(定 員20名から100名 までのものが考え

られている。)が満員あるいは空車の状態で走行 しないようにし,常 に効率的

な運営を図ろうというものである。

15ア マチ ュア業務用

我が国のアマチュア無線は,昭 和27年7月 再開されて以来逐年隆盛の一途

をたどり,48年 度末の局数は24万6,514局 で,こ の局数は世界では米国に次

いで第二位 となっている。また,ア マチュア局を運用 している者の職業はあ

らゆる職種にわた り,そ の年代は10代から70代 までに及んでいる。これを年

齢層別の分布状況でみると第2-3-17図 のとお りで,25歳 以下の者が全体

の約53%を 占めてお り,男 女別の比率は,男 性97.3%,女 性2.7%で ある。

アマチ"ア 業務は,個 人的な興味に基づいて行われるものであるが,こ れ

にとどまらず諸外国との交信を通 じて科学技術の交流を図 り,国 際親善に果

たしている役割も見逃す ことはできない。更に,天 災地変等の非常事態が発

生 した際,災 害の復旧,救 援等に関する通信の確保に大きな貢献 を して い
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第2-3-17図 ア マチ ュア局 を運用 してい

る者の年齢層別分布

41才 以上15才以下

10.6%
16-20才

28.8%

26～30才21-25才

17rO%19 .1%

る。48年度は大 きな災害がなかった関係で,参 加局数9局,取 り扱った件数

3件(延 べ12時 間43分)は 例年に比 し少なかった。

最近のアマチュア無線の通信形態は,電 信,電 話のほか,短 波帯の周波数

によるテレタイプ,ス ロー ・スキャンニング ・テ レビジョン等に ま で 広 が

り,更 にVHF帯 の周波数を使用する月面による電波の反射を利用する,い

わゆる月面反射通信の研究も行われている。

45年から日本に居住する外国人で一定の条件を満たす者については,我 が

国のアマチ ュア局の一員となって運用するみちを開き,現 在米国及び西独の

国籍を有する者25名 が運用している。

16簡 易無線業務用

簡易無線業務は,米 国の市民無線の例に倣い,広 く一般市民に電波を利用

するみちを開くために制度化されたものである。

簡易無線業務は,容 易に免許を受けることができるので,そ の利用者は極

めて多く,約40万 局で全無線局数の約40%を 占めている。このうち,26MHz

帯及び27MHz帯 の周波数の電波を使用す る簡易無線局(以 下 「市民ラジオ」

という。)は,32万7,792局 である。

一般簡易無線局は,販 売事業や建設事業等に多 く利用され,市 民 ラ ジ ォ
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は,構 内巡視,レ クリエーション等に多く利用されている。

この無線局は,電 波を共通に使用するものであ り,相 互の混信については

保護されないものであるが,で きる限 り多数の無線局が同一の電波を使用し

て通信を行 うことができるようにするために,空 中線電力に制限(一 般簡易

無線局は5W以 下,市 民ラジオは0.5W以 下)を 設けるほか,使 用空中線に

ついても一定の制限を付 している(一 般簡易無線局は地上高30m以 下,市 民

ラジオについてはきょう体直付ホイップ2m以 内)。

なお,市 民ラジオの利用は逐次増加の一途をたどっているが,そ の 中 に

は,国 内では使用が許されない多チャンネル高出力の機器が全国的に使用さ

れ,こ のため放送の受信等に大 きな障害を与え,ま た,そ の使用によって正

常な市民ラジオの運用が妨げられているので,取 締りを実施 しているところ

である。

17そ の 他

上記各項のほか,自 営の無線通信は,次 のとおり広 く各分野にわたってい

るが,こ れらの無線通信は一部が固定通信であるほかは,ほ とんどすべてが

陸上移動業務,携 帯移動業務又は無線標定業務等の移動通信である。

なお,実 用の通信を行わないで科学又は技術の発達のための実験を行 うこ

とを目的とした実験局が,各 種分野において1,647局 開設されている。

(1)国 の業務用

① 検察,矯 正管理,出 入国管理用

② 税関用

③ 南極観測用

④ 検疫,麻 薬取締用

⑤ 港湾工事用

(2)国 の業務用以外の事業用

① 港湾建設事業用

② コンテナ荷役用

⑥ 干拓事業,農 業水利用

⑦ 林野事業用

⑧ 漁業指導用

⑨ 地質調査用

⑩ 電波監理,電 波監視用

③ 造船事業用

④ 石油採掘事業用
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⑤ 測量用

⑥ 金融事業用

⑦ 警備保障用

論

⑧ 医療用

⑨ 信号報知業務用

⑩ その他

第3節 無線従事者

1無 線従事者 の種別

無線従事者は,無 線通信士(5資 格),無 線技術士(2資 格),特 殊無線技

士(6資 格)及 びアマチュア無線技士(4資 格)の4種 別に分かれ,そ の免

第2-3-18表 無 線 従 事 者

＼ 資格別
＼ 無

区別＼ 第一 二級

線 通 信 士

第三級 計 航空級 電話級 計

申 請 者 数 5,8014,5905,35正15,7422,6554,7407,395

棄 権 者数 1,426 415 540 2,381 670 1,558 2,228

予
免 除 者数 2,414 2,848 2,413 7,675 一 一 『

備
受験者数A 1,961 1,327 2,398 5,686 1,985 3,182 5,167

試
合格者数B 452 698 1,001 2,151 1,000 1,223 2,223

験 合格率(%)
B/A 23.0 52.6 41.7 37.8 50.4 38.4 43.0

本

試

験

受験有資格者数

棄権 者 数

受験者数C

合格者数D

合格率(%)
D/C

2,866

971

1,895

169

8.9

3,546

947

2,599

299

11,5

3,414

928

2,486

315

12.7

9,826

2,846

6,980

783

1L2

全科目免除者数 21 66 149236

(注)航 空級 及び電話級無線 通信士,特 殊 無線技士並 びに アマチ ュア無線技士 にっ
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許は,無 線設備の操作に必要な知識及び技能について行 う国家試験に合格 し

た者及び郵政大臣が認定した養成課程(特 殊無線技士又は電信級若しくは電

話級アマチュア無線技士のものに限る。)を修了した者であって,一 定の条件

に適合したものに与えられることになっている。

無線局には,特 にその必要がないと認められる場合を除 き,無 線従事者が

その操作範囲に従ってそれぞれ配置 されている。

2無 線従事者国家試験施行状況

48年度における無線従事者国家試験の施行状況は,第2-3-18表 に示す

国 家 試 験 施 行 状 況
(48年度)

無線技術士

第一級

5,300

966

2,710

1,624

427

26.3

3,!37

977

2,160

205

9.5

14

第二級

14,768

2,662

6,859

5,247

807

15.4

7,666

2,414

5,252

803

15,3

21

計

20,068

3,628

9,569

6,87三

1,234

18.0

10,803

3,391

7,412

1,008

13.6

35

殊

線

士

特

無

技

9,757

2,366

7,391

3,740

50.6

アマチュア無線技士

第一級

2,875

1,345

1,530

420

27.5

第二級

ll,157

4,550

6,607

1,987

30.1

十
二
=
口

14,032

5,895

8,137

2,407

29.6

電信級

7,665

2,659

5,006

2,424

48.4

電話級

107,974

29,944

78,030

30,698

39.3

計

115,639

32,603

83,036

33,122

39.9

合 計

182,633

271

い ては予備試験,本 試験 の区別がない。
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とお りで あ って,前 年 度 に 比較 す る と,申 請 者 数 は総 数 で2万6,378名(17.0

%)の 増 加 とな って い る 。 また,そ の資 格 別 内訳 は,無 線 通 信 士 が2,999名

(13.0%),無 線 技 術 士 が208名(1.0%),特 殊 無 線 技 士 が1,120名(11.5%)

そ れ ぞ れ 減 少 して い るが,ア マ チ ュア無 線 技 士 は3万890名(31.3%)増 加

して い る 。 ち なみ に最 近5年 間 の統 計 か ら申 請 者 数 の状 況 に つ い てみ る と,

各 級 無線 通信 士 及 び無 線 技 術 士 に っ い ては ほ ぼ 横 ば い の状 態 で あ るが,ア マ

第2-3-19表 無線従事 者資格別免許付与数

(48年度)

数与付別

 

格資

第 一 級 無 線 通 信 士 186

無 線 第 二 級 " 387

第 三 級 " 617

通 信
航 空 級 〃 772

士 電 話 級 〃 1,174

計1 3,136

17工

851

 

士術技

〃

線無第 一 級

第 二 級

1022,

 

計

線

術

無

技

士

6,984

9,323

20,410

566

3,030

186

 

ダ

甲

乙

丙

備

信

話

設

電

【

電

線

線

"

"

無

無

線

重

内

レ
無

多

国

特 殊

無 線

技 士

40,499

 

計

419

1,984

4,149

53,920

士技線無ア

"

11

〃

ユ
チマア

級

級

級

級

二

信

話

一
 第

第

電

電

マ

ァ

線

士

ユ

ア

チ

無

技

60,472

 

計

105,129

 

計合
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チ ュア無 線 技士 につ い ては 著 しい 増 加 の傾 向を 示 して い る 。 こ の増 加 は 主 に

電 話級 ア マ チ ュア無 線 技 士 の増 加 に よ る もの で あ る。

3免 許付与状況

48年 度 に おけ る免 許 付与 数 は10万5,129名 で,そ の資格 別 内訳 は 第2-3

-19表 の とお りで あ る。 これ を 前 年 度 と比較 す る と,無 線 通信 士 は733名 の

減 少,無 線 技 術 士 は338名 の 増加,特 殊 無 線 技 士 は737名 の増 加,ア マチ ュア

無線 技 士 は6,723名 の増 加 とな って お り,総 数 で は7,065名 増 とな っ てい る。

4無 線従事者数

48年 度 末 現在 に おけ る無 線 従 事者 数 は103万1,625名 で,そ の資 格 別 内訳 は

第2-3-20表 無 線 従 事 者 数

(48年度末現在)

資 格 別

無 線

通 信

士

士信通

〃

"

"

〃

線無級

級

級

級

級

一

二

三

空

話

第

第

第

航

電

従 事 老 数

線

術

無

技

士

10,266

11,897

23,318

11,Q36

29,125

十
曽誓

ロ 85,642

第 一 級 無 線 技 術 士

第 二 級"

8,466

15,716

計 24,182

特 殊 無 線 技 士 491,879

マ

ア

線

士

ユ

ア

チ

無

技

士技線無ア

ーー

"

"

ユ
チマア

級

級

級

級

二

信

話

一第

第

電

電

3,998

17,196

32,364

376,364

十
二
=
口 429,922

合 十
二
冒
一口 1,031,625
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第2-3-20表 に示 す とお りで あ る。

5学 校等の認 定

予備試験等の免除のための学校等の認定制度は,昭 和36年2月 に 始 め ら

れ,48年 度末現在認定されている学校等は127校 で,そ の内訳は第2-3-

21表 のとおりである。

第2-3-21表 認定学校等一覧表

(48年度末現在)

区 別

大 学

短 期 大 学

高等専門学校

高 等 学 校

各 種 学 校

職業 訓練 校

そ の 他

計

認

定

学

校

数

2

7

4

2

1

F◎

1

3

1

8

3

127

認 定 部 科 数

無 線 通 信 士

第 一 級 第 二 級 第 三 級

備
語
術信

予
英
通

備

語

予

英

備
語
術信

予
英
通

備

語

予

英

備
語
術信

予
英
通

備

語

予

英

l

l

1

3

2

2

4

2

4

1

ll

2

一

5

1

8

1

2

1

2

24

22

一

7

1

30

無線技術士

第一級

予備

93

4

97

第二級

予備

17

14

[

20

一

2

53

計

6

4

4

0

2

9

3

9

2

1

5

3

228

6無 線従事者の養成課程の実施状況

48年 度 に お い て 実施 され た養 成課 程 は1,389件 で,そ の内 訳 は 第2-3-

22表 に 示 す とお りで あ る。
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第2-3-22表 無線従事者の養成課程実施状況

(48年度)

資格
別

区別

特 殊 無 線 技 士 アマチ ュア無線
技士

合計レー

ダ

無線
電話
甲

無線
電話
乙

無線
電話
丙

多重
無線
設備

国内
無線
電信

小計
電信

級

電話

級
小計

実 施 件 数16520941315393844704755451,389

履 修 者 数6,2629,16618,4353271,6809035,9602,01130,54332,55468,514

修 了 者 数6,2158,95318,3053251,5918635,4751,61423,34624,96060,435


